
５

月

16

日

、

佐

藤

順

一

副

知

事

か

ら

６

つ

の

職

員

団

体

に

対

し

て

、

左

表

の

内

容

の

賃

金

削

減

が

提

案

さ

れ

ま

し

た

。

昨

年

度

か

ら

実

施

さ

れ

て

い

る

国

家

公

務

員

の

賃

金

削

減

を

、

地

方

公

務

員

に

も

一

方

的

に

適

用

と

す

る

今

回

の

賃

金

削

減

。

提

案

す

る

県

当

局

も

「

断

腸

の

思

い

」

（

佐

藤

副

知

事

）

だ

と

し

て

も

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

前

号

で

も

指

摘

し

た

よ

う

に

今

回

の

提

案

は

私

た

ち

の

「

生

活

破

壊

」

。

受

け

入

れ

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

以

下

、

副

知

事

の

発

言

を

紹

介

し

ま

す

。

職

員

団

体

の

皆

様

に

は

日

頃

か

ら

県

政

推

進

に

あ

た

り

、

様

々

な

面

で

ご

理

解

と

ご

協

力

を

賜

り

、

こ

の

場

を

借

り

て

お

礼

を

述

べ

た

い

。

ま

た

職

員

の

皆

様

に

は

、

今

日

の

厳

し

い

環

境

の

中

で

複

雑

多

様

化

す

る

行

政

ニ

ー

ズ

に

的

確

に

対

応

す

る

た

め

、

日

夜

ご

努

力

い

た

だ

い

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

も

、

重

ね

て

御

礼

申

し

上

げ

る

。

平

成

22

年

度

か

ら

は

「

と

ち

ぎ

未

来

開

拓

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

に

基

づ

き

、

職

員

数

の

削

減

、

3

年

間

に

わ

た

る

給

与

カ

ッ

ト

な

ど

、

職

員

の

皆

さ

ん

に

も

大

き

な

負

担

を

お

願

い

し

な

が

ら

、

財

政

の

健

全

化

に

努

め

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

り

、

こ

の

間

の

皆

様

の

ご

理

解

と

ご

協

力

に

つ

い

て

も

御

礼

申

し

上

げ

る

。

「

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

に

基

づ

く

集

中

改

革

期

間

も

昨

年

度

を

も

っ

て

終

了

し

、

所

期

の

目

的

は

概

ね

達

成

で

き

た

が

、

平

成

28

年

度

ま

で

の

中

期

財

政

収

支

で

は

「

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

の

取

り

組

み

を

継

続

し

て

も

、

医

療

・

福

祉

関

係

や

防

災

、

公

債

費

等

の

増

加

、

新

た

な

行

政

需

要

の

対

応

な

ど

に

よ

り

、

今

後

も

引

き

続

き

財

源

不

足

が

見

込

ま

れ

る

こ

と

か

ら

、

「

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

の

考

え

方

を

継

承

し

た

財

政

健

全

化

の

方

針

を

策

定

し

健

全

化

の

取

り

組

み

を

緩

め

る

こ

と

な

く

継

続

し

て

い

く

と

こ

ろ

で

あ

り

、

引

き

続

き

ご

理

解

と

ご

協

力

を

お

願

い

し

た

い

。

こ

う

し

た

中

で

、

国

か

ら

地

方

に

対

す

る

職

員

給

与

削

減

の

要

請

が

あ

っ

た

。

政

府

と

し

て

、

正

式

な

地

方

へ

の

要

請

は

1

月

15

日

に

開

催

さ

れ

た

国

と

地

方

の

協

議

の

場

に

お

い

て

行

わ

れ

た

。

地

方

側

と

し

て

は

当

然

反

発

を

し

た

が

、

そ

の

後

の

調

整

に

つ

い

て

総

務

大

臣

が

行

う

こ

と

に

な

っ

た

こ

と

は

ご

存

じ

の

こ

と

と

思

う

。

こ

う

し

た

動

き

に

対

し

て

、

栃

木

県

と

し

て

も

全

国

知

事

会

に

お

い

て

知

事

か

ら

意

見

を

申

し

述

べ

た

他

、

１

月

17

日

に

は

北

海

道

、

秋

田

の

両

知

事

と

と

も

に

地

方

交

付

税

総

額

確

保

に

関

す

る

緊

急

要

請

を

行

っ

た

。

私

自

身

も

総

務

大

臣

に

直

接

申

し

入

れ

を

行

っ

た

。

し

か

し

な

が

ら

、

１

月

24

日

に

は

地

方

へ

の

給

与

削

減

要

請

が

閣

議

決

定

さ

れ

、

２

月

28

日

に

は

総

務

大

臣

か

ら

給

与

削

減

を

要

請

す

る

通

知

が

各

自

治

体

に

送

付

さ

れ

た

。

さ

ら

に

３

月

５

日

に

は

25

年

度

の

地

方

財

政

計

画

が

閣

議

決

定

さ

れ

、

職

員

給

与

費

で

は

国

家

公

務

員

に

準

じ

た

給

与

削

減

を

実

施

す

る

こ

と

を

前

提

に

、

地

方

交

付

税

等

が

削

減

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

国

が

本

来

地

方

固

有

の

財

源

で

あ

る

地

方

交

付

税

を

使

っ

て

、

地

方

の

職

員

給

与

を

削

減

さ

せ

よ

う

と

す

る

今

回

の

や

り

方

は

、

到

底

容

認

で

き

な

い

。

地

方

交

付

税

法

が

３

月

29

日

に

成

立

、

本

年

度

予

算

も

昨

日

成

立

し

た

こ

と

か

ら

、

本

年

度

の

地

方

交

付

税

は

削

減

さ

れ

た

状

況

に

な

っ

た

。

国

の

地

方

財

政

措

置

等

に

従

わ

ざ

る

を

得

な

く

な

っ

た

。

現

実

に

地

方

交

付

税

等

が

削

減

さ

れ

る

中

で

、

職

員

給

与

を

そ

の

ま

ま

に

し

て

お

く

と

い

う

こ

と

は

、

本

来

県

民

サ

ー

ビ

ス

に

充

て

る

べ

き

財

源

を

職

員

給

与

に

充

て

る

こ

と

に

な

り

、

県

民

の

理

解

を

得

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る

。

加

え

て

、

各

都

道

府

県

が

国

の

要

請

に

呼

応

し

て

、

職

員

給

与

を

削

減

す

る

動

き

を

見

せ

て

お

り

、

本

県

職

員

を

取

り

巻

く

状

況

は

ま

す

ま

す

厳

し

さ

を

増

し

て

い

る

。

本

県

と

し

て

は

、

こ

れ

ま

で

様

々

な

観

点

か

ら

慎

重

に

検

討

し

て

き

た

が

、

事

こ

こ

に

至

っ

て

は

ま

さ

に

苦

渋

の

選

択

で

は

あ

る

が

、

断

腸

の

思

い

で

職

員

給

与

の

削

減

に

踏

み

切

ら

ざ

る

を

得

な

い

と

判

断

し

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

国

の

要

請

ど

お

り

ご

理

解

と

ご

協

力

を

お

願

い

し

た

い

。
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子

ど

も

参

加

、

父

母

共

同

の

学

校

づ

く

り

を

長

時

間

過

密

労

働

を

な

く

そ

う

教

員

免

許

更

新

制

を

廃

止

さ

せ

よ

う

教 員 採 用 試 験 学 習 会

日時 ６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））11116666::::33330000～～～～

会場 全全全全 栃栃栃栃 木木木木 教教教教 職職職職 員員員員 組組組組 合合合合

内容 作文、一般教養対策等

※資料代として500円の負担を

お願いします。

24

日

の

県

教

委

交

渉

で

発

言

す

る

篠

原

章

彦

全

教

栃

木

執

行

委

員

長

。

提案された削減案です。行政職給料表が適用さ

れている事務職員や医療職給料表が適用されてい

る学校栄養士は、教員（１、２級適用）よりも削

減率が大きくなっています。

群馬県や埼玉県では、期末手当・勤勉手当の削

減率の圧縮が当局より提案されています。30日の

教育次長交渉でも、撤回や率の改定は応じられな

いとの発言がありましたが、近県でできることが

栃木県ではどうしてできないのでしょうか。

16

日

の

交

渉

で

賃

下

げ

提

案

を

行

う

佐

藤

副

知

事

。

30

日

の

交

渉

で

職

員

団

体

の

質

問

に

答

え

る

檜

山

英

二

次

長

（

管

理

）

。



１．「新たな職」を導入しないこと。「主幹教諭」配置の効果に

ついて、広く検証を行って廃止も含めた検討を行うこと。

２．「全国学力調査」を廃止するよう国に求めること。県教育委

員会として競争的な教育を行わないこと。悉皆の学力調査を行

わないこと。

３．教員免許更新制の廃止を国に求めること。

４．教職員の生活を破壊し、士気を失わせるような賃金、手当等

の削減を行わないこと。教育基本法に基づき、教職員が職務に

専念できる賃金等の改善を行うこと。

５．教職員評価について

（１）「CEART勧告」を尊重し、廃止も視野に入れた協議を組

合と行うこと。賃金リンクは行わないこと。

（２）教職員評価や表彰などによる、報償的な人事や研修を行

わないこと。

（３）臨時的任用者に対して実施しないこと。

６．公平な昇任を行うこと。指導主事などの登用制度を設けるこ

と。

７．人事異動について

（１）希望と納得の原則に基づく民主的な人事を推進すること。

再任用を希望する教職員のすべてに再任用を保障するとと

もに、勤務校について同様の配慮を行うこと。

（２）異動先も含めた異動情報を本人に適宜知らせて合意を得

るようにすること。小中学校教職員に対して、内々示で転

出先の校名を伝えること。

８．教員採用試験について

（１）雇用対策法付帯決議に基づき、受験年齢を５９歳まで引

き上げること。

（２）職務遂行力をより評価する採用試験とすること。

（３）適性検査を行わないこと。

（４）前年度の一次試験合格者、１年以上の勤務経験のある臨

時、非常勤教員に対しては一次試験を免除すること。

（５）出願時の履歴書記入について簡素化を検討すること。

（６）使用者責任のあいまいな採用前研修は行わないこと。

９．臨時、非常勤教員の待遇改善について

（１）常勤の臨時教員の職名を教諭、給与は２級を適用すると

ともに最高号給を引き上げること。

（２）労働基準法第15条に基づく労働契約書を手交するととも

に、法規や規則に基づいた労働条件を守ること。

（３）任用期間が１年に満たない場合でも前歴換算を行うこと。

（４）任用継続の希望に応えること。

（５）3月31日だけ任用が切れる場合には健康保険や厚生年金

加入を継続して、使用者責任を果たすこと。

（６）新規採用者も含め、労働安全衛生法に則り採用時の健康

診断は公費で行うこと。

10．長時間過密労働をなくすために

（１）教育基本法、労働基準法や給特法を守り長時間過密労働

を解消すること。管理職が勤務実態を把握し、勤務時間割

り振り変更簿などを作成して週３８時間４５分勤務を実現

すること。

（２）宿泊行事などについては１泊につき半日程度の振替休日

を認めること。

（３）高校入試に関わる業務で教員に対して過重な負担をさせ

ないこと。負担増につながりかねない特色選抜は廃止を含

めて再検討を行うこと。

（４）休憩時間を確保すること。確保できない場合には代替措

置を講じること。

（５）初任者研修の内容や提出文書について、さらに精選を進

めるとともに採用市町によってアンバランスが生じないよ

うにすること。

（６）中体連、高体連主催大会の生徒引率については出張とす

ること。

11．傷病休暇及び生理休暇取得をすすめること。年次有給休暇も

含め、取得状況を公表すること。

12．福利厚生制度の充実を図るとともに、共済組合施設を利用し

やすい制度とすること。

13．パワーハラスメントをなくすとともに、精神疾患をなくす施

策を講じること。初任者に対して適切な指導を行うよう管理職、

研修担当者に徹底すること。

14．教職員を増やし、小学校や高等学校でも少人数学級をすすめ

ること。中学・高校での教育活動や校務分掌に支障をきたさな

いよう、教科教員・図書館の司書の適正な配置を行うこと。

15．県立高校の再募集を行うこと。

16．特別支援学校の教員配置を適正なものにすること。正規採用

教員を増やすこと。

17．放射性物質の除去を進めて安全な教育環境を確保すること。

放射線から健康および生命を守る学習と実践教育を推進するこ

と。

18．「事務所衛生基準規則」や、文部科学省「学校における環境

衛生管理の徹底について（通知）」にもとづいた教育執務環境

を実現すること。安全衛生委員会で決定した施設の修繕などに

ついて、十分な予算措置を行って早急に実現すること。

19．総括安全衛生委員会を毎月開催し、決定事項を確実に実施す

るともに全教職員への広報を行うこと。

20．市町教育委員会に対して労働安全衛生体制を早急に確立する

よう働きかけること。

21．不当労働行為を行わないこと。私たちとの交渉結果及び確認

事項については市町教委、全管理職に徹底すること。これらに

反する事例があった場合には、県教委としてその是正に責任を

負うこと。

22．１回目の本交渉でも適宜回答を行うこと。回答は文書で行う

こと。

堺市の勤務割り振りです。栃木の場合、火～木の修学旅行だっ

たら、金曜日は当然出勤です。県の規則では３時間の勤務割り振

りはできることになっています。運営問答集で確認を。
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